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議案第４８号

平成３０年度川越市一般会計予算

平成３０年度川越市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 113,480,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（継続費）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費

の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。

（債務負担行為）

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期

間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

（地方債）

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。

（一時借入金）

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

5,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算

額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 市 税 56,606,434 千円

１ 市 民 税 25,898,979

２ 固 定 資 産 税 22,407,952

３ 軽 自 動 車 税 563,957

４ 市 た ば こ 税 1,989,131

５ 事 業 所 税 1,650,141

６ 都 市 計 画 税 4,096,274

２ 地 方 譲 与 税 723,000

１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 213,000

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 510,000

３ 利 子 割 交 付 金 79,000

１ 利 子 割 交 付 金 79,000

４ 配 当 割 交 付 金 243,000

１ 配 当 割 交 付 金 243,000

５ 株式等譲渡所得割交付金 256,000

１ 株式等譲渡所得割交付金 256,000

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 54,000

１ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 54,000

７ 地 方 消 費 税 交 付 金 6,149,000

１ 地 方 消 費 税 交 付 金 6,149,000

８ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 308,000

１ 自 動 車 取 得 税 交 付 金 308,000

９ 地 方 特 例 交 付 金 372,000

１ 地 方 特 例 交 付 金 372,000

10 地 方 交 付 税 1,150,000

１ 地 方 交 付 税 1,150,000

11 交通安全対策特別交付金 45,971

１ 交通安全対策特別交付金 45,971

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,056,180

金 額
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款 項

１ 分 担 金 13 千円

２ 負 担 金 1,056,167

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,300,543

１ 使 用 料 1,562,393

２ 手 数 料 738,150

14 国 庫 支 出 金 17,587,094

１ 国 庫 負 担 金 14,859,020

２ 国 庫 補 助 金 2,638,464

３ 委 託 金 89,610

15 県 支 出 金 6,363,349

１ 県 負 担 金 4,184,326

２ 県 補 助 金 1,294,957

３ 委 託 金 884,066

16 財 産 収 入 340,204

１ 財 産 運 用 収 入 158,955

２ 財 産 売 払 収 入 181,249

17 寄 附 金 20,140

１ 寄 附 金 20,140

18 繰 入 金 3,765,431

１ 基 金 繰 入 金 3,717,865

２ 他 会 計 繰 入 金 47,566

19 繰 越 金 1,800,000

１ 繰 越 金 1,800,000

20 諸 収 入 3,342,054

１ 延滞金、加算金及び過料 100,000

２ 市 預 金 利 子 149

３ 貸 付 金 元 利 収 入 2,021

４ 受 託 事 業 収 入 114,797

５ 雑 入 3,125,087

金 額
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款 項

21 市 債 10,918,600 千円

１ 市 債 10,918,600

113,480,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 議 会 費 662,584 千円

１ 議 会 費 662,584

２ 総 務 費 10,703,664

１ 総 務 管 理 費 8,923,391

２ 徴 税 費 1,186,163

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 364,106

４ 選 挙 費 98,845

５ 統 計 調 査 費 38,736

６ 監 査 委 員 費 92,423

３ 民 生 費 48,827,659

１ 社 会 福 祉 費 21,042,782

２ 児 童 福 祉 費 20,049,545

３ 生 活 保 護 費 7,713,332

４ 災 害 救 助 費 22,000

４ 衛 生 費 12,025,084

１ 保 健 衛 生 費 4,076,456

２ 清 掃 費 5,798,628

３ 下 水 道 費 2,150,000

５ 労 働 費 179,158

１ 労 働 費 179,158

６ 農 林 水 産 業 費 603,153

１ 農 業 費 603,153

金 額

歳 入 合 計

金 額

‐4‐



款 項

７ 商 工 費 1,377,046 千円

１ 商 工 費 1,377,046

８ 土 木 費 8,823,746

１ 土 木 管 理 費 563,812

２ 道 路 橋 り ょ う 費 2,999,505

３ 河 川 費 320,042

４ 都 市 計 画 費 4,666,671

５ 住 宅 費 273,716

９ 消 防 費 5,140,799

１ 消 防 費 5,140,799

10 教 育 費 14,616,675

１ 教 育 総 務 費 2,757,717

２ 小 学 校 費 2,419,807

３ 中 学 校 費 2,514,532

４ 高 等 学 校 費 770,467

５ 特 別 支 援 学 校 費 19,844

６ 社 会 教 育 費 2,868,108

７ 学 校 保 健 費 3,266,200

11 災 害 復 旧 費 2,000

１ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 2,000

12 公 債 費 10,274,097

１ 公 債 費 10,274,097

13 諸 支 出 金 124,335

１ 普 通 財 産 取 得 費 40,764

２ 土 地 開 発 公 社 費 83,571

14 予 備 費 120,000

１ 予 備 費 120,000

113,480,000

金 額

歳 出 合 計
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第２表 継続費

款 項 事 業 名 年 度 年 割 額

千円

平成30年度 213,600

川 越 駅 東 口 駅 前 平成31年度 799,500

広 場 改 修 事 業 平成32年度 396,700
２道路橋りょう費

計 1,409,800

８ 土 木 費 平成30年度 223,000
脇 田 歩 道 橋

平成31年度 223,000
耐 震 化 事 業

計 446,000

平成30年度 65,100
川 越 駅 西 口

平成31年度 747,600
４ 都 市 計 画 費 歩 行 者 用 デ ッ キ

平成32年度 404,200
延 伸 事 業

計 1,216,900
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第３表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

　住民記録及び税システムの構築及び運
用に係る業務委託

平成31年度から
平成39年度まで

　2,640,222千円

　統合ＤＢの構築及び運用に係る業務委
託

平成31年度から
平成39年度まで

　359,766千円

　総合行政ネットワーク（第四次ＬＧＷ
ＡＮ）回線等使用料

平成31年度から
平成35年度まで

　6,944千円

　広報川越の印刷製本に要する経費（平
成３１年度事業分）

平成30年度から
平成31年度まで

　契約に基づき決定した期間中にお
ける印刷製本に要する額

　川越市テレビ広報番組制作業務委託（
平成３１年度事業分）

平成30年度から
平成31年度まで

　1,685千円

　公共用地先行取得費及び公共施設整備
費（平成３０年度事業分）

平成30年度以降 　川越市土地開発公社が市の委託に
より行う公共用地の先行取得及びそ
の事業の実施とあわせて行う公共施
設の整備に要する額

　川越市土地開発公社が市の委託により
行う事業にあてるため金融機関から借り
入れる事業資金に対する債務保証（平成
３０年度事業分）

平成30年度から
平成35年度まで

　元金1,714,176千円及びこれに伴
う利子との合計額

　川越市土地開発公社が市の委託により
行う事業にあてるため金融機関から借り
入れる事業資金に対する債務保証（平成
３０年度に借入期限満了となる平成２５
年度借入分）

同 上 　元金2,645,400千円及びこれに伴
う利子との合計額

　川越市自転車シェアリング運営業務委
託

同 上 　契約に基づき決定した期間中にお
ける運営に要する額

　川越市固定資産評価システム業務委託 平成31年度から
平成32年度まで

　30,154千円

　川越市納税呼びかけセンター運営業務
（平成３１年度事業分）

平成31年度 　1,011千円

　市議会議員選挙投票所入場券等作成業
務委託

平成30年度から
平成31年度まで

　4,758千円

　市議会議員選挙労働者派遣業務 同 上 　4,480千円

　市議会議員選挙ポスター掲示場設置・
管理・撤去業務委託

同 上 　10,209千円

　市議会議員選挙期日前投票所駐車場整
理業務委託

同 上 　152千円

　市議会議員選挙当日投票所駐車場整理
業務委託

同 上 　804千円

　市議会議員選挙投票資材搬入搬出（回
収）業務委託

同 上 　908千円
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事 項 期 間 限 度 額

　県議会議員選挙労働者派遣業務 平成30年度から
平成31年度まで

　4,865千円

　県議会議員選挙ポスター掲示場設置・
管理・撤去業務委託

同 上 　4,962千円

　県議会議員選挙期日前投票所駐車場整
理業務委託

同 上 　333千円

　県議会議員選挙当日投票所駐車場整理
業務委託

同 上 　804千円

　県議会議員選挙投票資材搬入搬出（回
収）業務委託

同 上 　908千円

　統一地方選挙啓発用立看板設置・管理
・撤去業務

同 上 　303千円

　統一地方選挙市役所庁舎玄関前立看板
設置・管理・撤去業務

同 上 　346千円

　統一地方選挙投票管理システム用パソ
コンの賃貸借

同 上 　6,052千円

　川越市生活困窮者自立相談支援事業業
務委託（平成３１年度事業分）

同 上 　30,500千円

　川越市生活困窮者一時生活支援事業業
務委託（平成３１年度事業分）

同 上 　2,800千円

　川越市生活困窮者家計相談支援事業業
務委託（平成３１年度事業分）

同 上 　2,400千円

　川越市生活困窮者就労準備支援事業業
務委託（平成３１年度事業分）

同 上 　3,100千円

　川越市生活困窮者学習支援事業業務委
託（平成３１年度事業分）

同 上 　13,200千円

　川越市ひとり親家庭等学習支援事業業
務委託（平成３１年度事業分）

同 上 　10,000千円

　障害児通園施設園児送迎バス運行業務
委託

平成30年度から
平成35年度まで

　55,000千円

　川越市被保護者就労準備支援事業業務
委託（平成３１年度事業分）

平成30年度から
平成31年度まで

　17,200千円

　川越市生活保護個別求人開拓事業業務
委託（平成３１年度事業分）

同 上 　3,100千円

　再生資源（布類）収集運搬業務委託 同 上 　14,000千円

　ごみ処理施設で使用する薬品購入に要
する経費（平成３１年度事業分）

同 上 　契約に基づき決定した期間中にお
けるごみ処理施設で使用する薬品購
入に要する額
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事 項 期 間 限 度 額

　川越市中小企業融資による県信用保証
協会が行う代位弁済に対する損失補償
（平成３０年度融資分）

平成30年度以降 　県信用保証協会が行う保証債務額
のうち川越市が負担すべき額及び利
子
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第４表 地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千 円 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

普 通 貸 借 債権者と協定するものに

情 報 通 信 基 盤 よる。

6,900又 は 5 . 0 ％ 以 内 ただし、据置期間は２

整 備 事 業 費 年以内とし、本市財政の

証 券 発 行 都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

本庁舎アスベスト

5,700同 上 同 上 同 上

除 去 事 業 費

本 庁 舎 等

25,500同 上 同 上 同 上

改 修 事 業 費

子 育 て 安 心

25,500同 上 同 上 同 上

施 設 事 業 費

自 転 車 駐 車 場

38,200同 上 同 上 同 上

施 設 整 備 事 業 費

武 道 館

11,200同 上 同 上 同 上

改 修 事 業 費

民間社会福祉施設

116,100同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

西 後 楽 会 館

156,300同 上 同 上 同 上

改 修 事 業 費
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千 円 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

普 通 貸 借 債権者と協定するものに

養 護 老 人 ホ ー ム よる。

16,400又 は 5 . 0 ％ 以 内 ただし、据置期間は２

施 設 改 修 事 業 費 年以内とし、本市財政の

証 券 発 行 都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

民 間 保 育 施 設

207,700同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

公 立 保 育 施 設

10,700同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

保育所解体事業費 22,500同 上 同 上 同 上

公 立 児 童 福 祉

653,900同 上 同 上 同 上

施 設 整 備 事 業 費

旧斎場解体事業費 137,700同 上 同 上 同 上

東 清 掃 セ ン タ ー

55,400同 上 同 上 同 上

改 修 事 業 費

廃 棄 物 処 理 施 設

891,300同 上 同 上 同 上

解 体 事 業 費

土 地 改 良 事 業 費 33,700同 上 同 上 同 上

道路環境整備事業費 273,800同 上 同 上 同 上
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千 円 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

普 通 貸 借 債権者と協定するものに

道 路 照 明 灯 よる。

9,000又 は 5 . 0 ％ 以 内 ただし、据置期間は２

更 新 事 業 費 年以内とし、本市財政の

証 券 発 行 都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

道路新設改良事業費 636,300同 上 同 上 同 上

橋 り ょ う 新 設

425,400同 上 同 上 同 上

改 良 事 業 費

河 川 整 備 事 業 費 118,800同 上 同 上 同 上

笠 幡 駅 周 辺

321,700同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

南古谷駅周辺地区

241,000同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

川越駅西口周辺地区

37,300同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

川越駅西口都市基盤

76,400同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

新河岸駅周辺地区

63,000同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千 円 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

普 通 貸 借 債権者と協定するものに

歴史的地区環境整備 よる。

9,100又 は 5 . 0 ％ 以 内 ただし、据置期間は２

街 路 事 業 費 年以内とし、本市財政の

証 券 発 行 都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

街 路 事 業 費 424,200同 上 同 上 同 上

公 園 整 備 事 業 費 50,800同 上 同 上 同 上

旧 川 越 織 物 市 場

274,600同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

防 災 設 備

313,600同 上 同 上 同 上

改 修 事 業 費

認 定 こ ど も 園

38,100同 上 同 上 同 上

施 設 整 備 事 業 費

小 学 校 施 設

959,600同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

小 学 校 大 規 模

155,600同 上 同 上 同 上

改 造 事 業 費

中 学 校 施 設

1,507,000同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千 円 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合にはその

普 通 貸 借 債権者と協定するものに

中 学 校 大 規 模 よる。

84,200又 は 5 . 0 ％ 以 内 ただし、据置期間は２

改 造 事 業 費 年以内とし、本市財政の

証 券 発 行 都合により償還期限を短

縮し、又は繰上償還若し

くは低利に借換えするこ

とができる。

高 等 学 校 改 修

62,900同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

学 童 保 育 室

8,000同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

公 民 館 改 修

8,400同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

博 物 館 等 改 修

66,800同 上 同 上 同 上

整 備 事 業 費

仮称霞ケ関西公民館

350,800同 上 同 上 同 上

建 設 事 業 費

学校給食センター

37,500同 上 同 上 同 上

施 設 整 備 事 業 費
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千 円 5 . 0 ％ 以 内 政府資金については、

その融資条件により、銀

（ただし、利率見 行その他の場合にはその

普 通 貸 借 直し方式で借り入 債権者と協定するものに

れる政府資金及び よる。

臨 時 財 政 対 策 債 1,950,000又 は 地方公共団体金融 ただし、据置期間は２

機構資金について 年以内とし、本市財政の

証 券 発 行 、利率の見直しを 都合により償還期限を短

行った後において 縮し、又は繰上償還若し

は、当該見直し後 くは低利に借換えするこ

の利率） とができる。
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議案第４９号

平成３０年度川越市国民健康保険事業特別会計予算

平成３０年度川越市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,416,800千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為

をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 国 民 健 康 保 険 税 6,984,951 千円

１ 国 民 健 康 保 険 税 6,984,951

２ 国 庫 支 出 金 2

１ 国 庫 負 担 金 1

２ 国 庫 補 助 金 1

３ 療 養 給 付 費 等 交 付 金 1

１ 療 養 給 付 費 等 交 付 金 1

４ 県 支 出 金 24,868,293

１ 県 補 助 金 24,868,293

５ 繰 入 金 3,387,828

１ 他 会 計 繰 入 金 3,387,828

６ 繰 越 金 1

１ 繰 越 金 1

７ 諸 収 入 175,724

１ 延滞金、加算金及び過料 101,000

２ 市 預 金 利 子 60

３ 貸 付 金 元 金 収 入 1,680

４ 雑 入 72,984

35,416,800

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 533,755 千円

１ 総 務 管 理 費 339,317

２ 徴 税 費 192,505

３ 運 営 協 議 会 費 880

４ 趣 旨 普 及 費 1,053

２ 保 険 給 付 費 24,723,904

１ 療 養 諸 費 21,628,159

金 額

歳 入 合 計

金 額
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款 項

２ 高 額 療 養 費 2,916,469 千円

３ 移 送 費 150

４ 出 産 育 児 諸 費 151,276

５ 葬 祭 諸 費 27,850

３ 国民健康保険事業費納付金 9,567,970

１ 医 療 給 付 費 分 6,493,933

２ 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 2,309,665

３ 介 護 納 付 金 分 764,372

４ 共 同 事 業 拠 出 金 11

１ 共 同 事 業 拠 出 金 11

５ 保 健 事 業 費 505,977

１ 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 435,526

２ 保 健 事 業 費 70,451

６ 公 債 費 1

１ 公 債 費 1

７ 諸 支 出 金 35,182

１ 償還金利子及び還付加算金 33,501

２ 延 滞 金 1

３ 貸 付 金 1,680

８ 予 備 費 50,000

１ 予 備 費 50,000

35,416,800

金 額

歳 出 合 計
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第２表　債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

　国民健康保険市町村事務処理標準シス
テムの構築及び運用に係る業務委託

平成31年度から
平成39年度まで

　567,131千円

　川越市納税呼びかけセンター運営業務
（平成３１年度事業分）

平成31年度 　763千円

　保健システムの構築及び運用に係る業
務委託

平成31年度から
平成39年度まで

　42,446千円
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議案第５０号

平成３０年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成３０年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,272,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 3,548,635 千円

１ 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 3,548,635

２ 繰 入 金 716,038

１ 一 般 会 計 繰 入 金 716,038

３ 繰 越 金 1,000

１ 繰 越 金 1,000

４ 諸 収 入 6,327

１ 延滞金、加算金及び過料 1,101

２ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 4,800

３ 預 金 利 子 6

４ 雑 入 420

4,272,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 148,004 千円

１ 総 務 管 理 費 134,334

２ 徴 収 費 13,670

２ 広 域 連 合 納 付 金 4,116,196

１ 広 域 連 合 納 付 金 4,116,196

３ 諸 支 出 金 4,800

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 4,800

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

4,272,000

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第５１号

平成３０年度川越市歯科診療事業特別会計予算

平成３０年度川越市歯科診療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81,100千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明

‐22‐



第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 診 療 収 入 32,467 千円

１ 外 来 収 入 32,467

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 100

１ 使 用 料 85

２ 手 数 料 15

３ 繰 入 金 28,531

１ 他 会 計 繰 入 金 28,531

４ 繰 越 金 20,000

１ 繰 越 金 20,000

５ 諸 収 入 2

１ 市 預 金 利 子 1

２ 雑 入 1

81,100

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 69,495 千円

１ 施 設 管 理 費 69,495

２ 医 業 費 8,604

１ 医 業 費 8,604

３ 諸 支 出 金 1

１ 償 還 金 1

４ 予 備 費 3,000

１ 予 備 費 3,000

81,100

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計

‐23‐



議案第５２号

平成３０年度川越市介護保険事業特別会計予算

平成３０年度川越市介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,257,700千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出

予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれ

らの経費の各項の間の流用

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 保 険 料 5,314,410 千円

１ 介 護 保 険 料 5,314,410

２ 国 庫 支 出 金 4,278,843

１ 国 庫 負 担 金 3,747,366

２ 国 庫 補 助 金 531,477

３ 支 払 基 金 交 付 金 5,791,029

１ 支 払 基 金 交 付 金 5,791,029

４ 県 支 出 金 3,190,444

１ 県 負 担 金 3,010,711

２ 県 補 助 金 179,733

５ 財 産 収 入 11,866

１ 財 産 運 用 収 入 11,866

６ 繰 入 金 3,599,720

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,031,185

２ 基 金 繰 入 金 568,535

７ 繰 越 金 70,000

１ 繰 越 金 70,000

８ 諸 収 入 1,388

１ 延滞金、加算金及び過料 1

２ 預 金 利 子 23

３ 雑 入 1,364

22,257,700

 （２） 歳　出

款 項

１ 総 務 費 253,627 千円

１ 総 務 管 理 費 49,504

２ 徴 収 費 21,830

３ 介 護 認 定 審 査 会 費 180,407

金 額

歳 入 合 計

金 額

‐25‐



款 項

４ 趣 旨 普 及 費 1,886 千円

２ 保 険 給 付 費 20,794,090

１ 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 19,359,499

２ 介護予防サービス等諸費 358,154

３ そ の 他 諸 費 13,569

４ 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 418,046

５ 高 額 医 療 合 算 介 護 65,222

サ ー ビ ス 等 費

６ 特 定 入 所 者 579,600

介 護 サ ー ビ ス 等 費

３ 地 域 支 援 事 業 費 1,163,067

１ 包 括 的 支 援 事 業 ・ 508,897

任 意 事 業 費

２ 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 609,739

サ ー ビ ス 事 業 費

３ 一 般 介 護 予 防 事 業 費 42,931

４ そ の 他 諸 費 1,500

４ 基 金 積 立 金 11,866

１ 基 金 積 立 金 11,866

５ 諸 支 出 金 5,050

１ 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 5,050

６ 予 備 費 30,000

１ 予 備 費 30,000

22,257,700

金 額

歳 出 合 計
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議案第５３号

平成３０年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成３０年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ86,500千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 繰 入 金 196 千円

１ 他 会 計 繰 入 金 196

２ 繰 越 金 21,709

１ 繰 越 金 21,709

３ 諸 収 入 64,595

１ 市 預 金 利 子 1

２ 貸 付 金 元 利 収 入 64,532

３ 雑 入 62

86,500

 （２） 歳　出

款 項

１ 母 子 父 子 寡 婦 86,500 千円

福 祉 資 金 貸 付 費

１ 総 務 費 86,500

86,500

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第５４号

平成３０年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算

平成３０年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 134,100千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明

‐29‐



第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 使 用 料 113,321 千円

１ 使 用 料 113,321

２ 繰 越 金 20,000

１ 繰 越 金 20,000

３ 諸 収 入 779

１ 市 預 金 利 子 1

２ 雑 入 778

134,100

 （２） 歳　出

款 項

１ 事 業 費 131,957 千円

１ 事 業 費 131,957

２ 公 債 費 1,143

１ 公 債 費 1,143

３ 予 備 費 1,000

１ 予 備 費 1,000

134,100

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第５５号

平成３０年度川越市農業集落排水事業特別会計予算

平成３０年度川越市農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 148,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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第１表　歳入歳出予算

 （１） 歳　入

款 項

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 145 千円

１ 分 担 金 145

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 21,605

１ 使 用 料 21,605

３ 繰 入 金 106,247

１ 他 会 計 繰 入 金 106,247

４ 繰 越 金 20,000

１ 繰 越 金 20,000

５ 諸 収 入 3

１ 市 預 金 利 子 1

２ 延 滞 金 1

３ 雑 入 1

148,000

 （２） 歳　出

款 項

１ 農 業 集 落 排 水 総 務 費 77,066 千円

１ 総 務 管 理 費 77,066

２ 公 債 費 66,934

１ 公 債 費 66,934

３ 予 備 費 4,000

１ 予 備 費 4,000

148,000

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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議案第５６号

平成３０年度川越市水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成３０年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給水戸数（月平均） １５８，７００戸

（２）年間総配水量 ３９，１５６，０００

（３）一日平均配水量 １０７，２７６

（４）主要な建設改良事業の概要

配水管新設、改良等 事業費 ２，３１４，８８０千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道事業収益 ６，９４１，９２７千円

第１項 営業収益 ６，５０９，５４７千円

第２項 営業外収益 ４３２，３７０千円

第３項 特別利益 １０千円

支 出

第１款 水道事業費用 ６，５９５，８０３千円

第１項 営業費用 ６，２９１，６９５千円

第２項 営業外費用 １８４，３５０千円

第３項 特別損失 １１４，７５８千円

第４項 予備費 ５，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額１，９２４，０７０千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
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１５３，７５９千円、減債積立金２００，０００千円、建設改良積立金２００，０００千円、過年

度分損益勘定留保資金１，１４２，９８１千円及び当年度分損益勘定留保資金２２７，３３０千円

で補填するものとする。）。

収 入

第１款 資本的収入 １，０３９，９０４千円

第１項 企業債 ６００，０００千円

第２項 他会計負担金 ５０，６１０千円

第３項 工事負担金 ２９４，１８５千円

第４項 水道施設加入金 ９５，０９９千円

第５項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資本的支出 ２，９６３，９７４千円

第１項 建設改良費 ２，３２３，１４０千円

第２項 企業債償還金 ６３５，８３４千円

第３項 予備費 ５，０００千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

仙波浄水場着水井・混和池 平成３０年度から １７６，０００千円

修繕工事 平成３１年度まで

霞ケ関第二浄水場№４配水池 平成３０年度から ３４１，０００千円

修繕工事 平成３１年度まで
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（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円 政府資金又は地方公共団体金融

機構については、その融資条件に

配水管更新 よる。銀行その他の場合にはその

事 業 費 ６００，０００ 普通貸借 年５．０ 債権者と協定するものとする。

％以 内 ただし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借換え

ることができる。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額

に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 ８２０，４７１千円

（２）交 際 費 ４３千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、４２，６８０千円と定める。

平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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議案第５７号

平成３０年度川越市公共下水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成３０年度公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）水洗便所設置戸数 １３４，９００戸

（２）年間処理水量 ５０，０００，０００

（３）一日平均処理水量 １３６，９８６

（４）主要な建設改良事業の概要

公共下水道施設整備 事業費 ４８４，５６０千円

公共下水道施設改良 事業費 ９３４，８６４千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業費用中ポンプ場費

６８，０００千円の財源に充てるため、企業債１９，２００千円を借り入れる。

収 入

第１款 下水道事業収益 ６，３９７，７３５千円

第１項 営業収益 ４，５２２，１３３千円

第２項 営業外収益 １，８６５，０２５千円

第３項 特別利益 １０，５７７千円

支 出

第１款 下水道事業費用 ６，２７４，８５９千円

第１項 営業費用 ５，７６４，７５９千円

第２項 営業外費用 ４４２，６４３千円

第３項 特別損失 ６２，４５７千円

第４項 予備費 ５，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し
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不足する額１，８６５，７６３千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

８１，０７０千円及び過年度分損益勘定留保資金１，７８４，６９３千円で補填するものとす

る。）。

収 入

第１款 資本的収入 ９７４，２０５千円

第１項 企業債 ６８５，２００千円

第２項 国庫補助金 ６７，０００千円

第３項 工事負担金 ３１１千円

第４項 受益者負担金 ６０，７００千円

第５項 分担金 ６，９００千円

第６項 他会計負担金 ６９，７８３千円

第７項 他会計補助金 ８４，３１１千円

支 出

第１款 資本的支出 ２，８３９，９６８千円

第１項 建設改良費 １，６１０，３２４千円

第２項 企業債償還金 １，２２４，６４４千円

第３項 予備費 ５，０００千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることのできる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

川越市水洗便所改造資金融資あつせん条 平成３０年度以降 回収されない元本及び納付す

例による損失補償（平成３０年度融資分） べき利子の合計額

下水道工事に伴う舗装復旧工事 平成３０年度から １８，１５０千円

（大字伊佐沼地内） 平成３１年度まで

下水道工事に伴う舗装復旧工事 平成３０年度から ８，５８０千円

（大字上寺山地内ほか） 平成３１年度まで
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（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円 政府資金又は地方公共団体金融

機構については、その融資条件に

下水道建設 よる。銀行その他の場合にはその

改良事業費 ６８５，２００ 普通貸借 年５．０ 債権者と協定するものとする。

％以 内 ただし、企業財政その他の都合

により繰上償還又は低利に借換え

ることができる。

雨水処理施 千円

設災害復旧 １９，２００ 同 上 同 上 同 上

事業費

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、７００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用と営業外費用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額

に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 ５９８，０８７千円

（２）交 際 費 ４３千円

（他会計からの補助金）

第１０条 下水道事業費用及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は、１２８，７０７千円である。
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平成３０年２月２０日提出

川越市長 川 合 善 明
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